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第１節 計画の目的等 

本計画の目的や性格等について明らかにする。 

 

第１ 計画の目的 

矢板市地域防災計画（以下「計画」という。）は、矢板市における災害（「災害対策基

本法」（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号の規定による災害をいう。以下同

じ。）に係る予防、応急及び復旧・復興対策に関し、市及び防災関係機関等が処理すべ

き事務又は業務の大綱を定め、災害対策を総合的かつ計画的に推進することにより、市

民の生命、身体、財産等を災害から保護することを目的とする。 

 

第２ 計画の性格 

この計画は、「災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)」第４２条の規定に基づ

き矢板市防災会議が策定する計画であり、市及び防災関係機関等がとるべき各種災害に

係る災害対策の基本的事項を定める。 

また、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別

措置法（平成１６年法律第２７号）」第５条に定める推進計画について、その定めるべ

き事項が震災対策編に含まれるため、震災対策編は上記推進計画を兼ねるものとする。 

 

第３ 計画の構成 

この計画は、本市の地域における水害・台風、竜巻等風害、雪害、震災、火山、火災

及び原子力災害の対策を体系化したものであって、次の各編から構成される。 

１ 総論 

２ 水害・台風、竜巻等風害・雪害対策編 

３ 震災対策編 

４ 火山災害対策編 

５ 火災災害対策編 

６ 原子力災害対策編 

 

第４ 計画の理念 

これまで発生した様々な災害の教訓等を踏まえ、本市における災害に係る予防、応急

及び復旧・復興対策に関し、矢板市国土強靭化地域計画との整合を図りながら総合的か

つ計画的に推進する。 

 

第５ 計画の修正 

市及び防災関係機関等は、この計画に関し、引き続き調査・研究を行い、毎年検討を

加え、必要に応じ計画の見直しを図り、災害対策の確立に万全を期する。 

   <資料編 Ｐ１ 矢板市防災会議条例> 

   <資料編 Ｐ２ 矢板市防災会議委員名薄> 
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第２節 防災関係機関等の責務と業務の大綱 

災害に対する予防、応急、復旧・復興対策が的確、円滑に実施されるよう、市及び防災

関係機関、市民等の防災に関する責務、災害時に果たすべき役割を明確にする。 

 

第１ 防災関係機関等の責務 

いつでも起こりうる災害による人的被害や経済被害を軽減し、安全・安心を確保する

ためには、県や市等による「公助」はもとより、市民一人ひとりの自覚に根ざした「自

助」、身近な地域コミュニティー等による「共助」が必要であり、個人や家庭、地域、

企業、団体等社会の様々な主体が連携を図りながら、日常的に減災のための行動と投資

を息長く行う「住民運動」を展開し、地域防災力の向上を図る必要がある。 

なお、各々の役割については次のとおりである。 

 

１ 市・消防機関 

市は、地域における災害に直接的に対処する責任を負う地方公共団体として、市の

地域、市民の生命、身体及び財産等を災害から保護するため、県、他の市町村、防災

関係機関等と連携しながら防災活動を実施する。 

消防機関（消防本部、消防署、消防団をいう。以下同じ。）は、市の責務が十分に

果たすことができるよう協力する。 

 

２ 県 

県は、県の地域、県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、市町や他の

防災関係機関等と連携しながら防災活動を実施する。また、市町や指定地方公共機関

等の防災に関する業務等の実施を助け、調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関(災害対策基本法第２条第４号参照) 

指定地方行政機関は、指定行政機関や他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災

活動を実施するとともに、県及び市町の防災活動が円滑に行われるよう勧告、指導、

助言、その他適切な措置を行う。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関(災害対策基本法第２条第５号及び第６号参照) 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、その

業務を通じて防災に寄与するとともに、県及び市町の防災活動が円滑に行われるよう

協力する。 

 

５ 公共的団体、防災上重要な施設の管理者 

公共的団体、防災上重要な施設の管理者は、災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には、応急措置を実施する。 

 

６ 市民 

市民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加

する等防災に寄与するよう努める。 

 

第２ 防災関係機関等の業務の大綱 

防災に関し、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的

団体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき業務等の大綱は、次のとおりであ
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る。 

 

１ 市 

処理すべき業務等の大綱 

⑴ 災害予防対策 

ア 防災に関する組織の整備・改善 

イ 防災に関する知識の普及、教育及び訓練の実施 

ウ 都市整備、災害に強いまちづくりの推進 

エ 災害危険箇所の災害防止対策 

オ 防災に関する施設・設備の整備、点検 

カ 災害応急対策又は復旧に必要な物資・資材の備蓄、整備、点検 

キ 食料、生活必需品等の備蓄 

ク 市防災行政ネットワークの整備、運用、点検 

ケ 県、他市町、防災関係機関との相互連携体制の整備 

コ 自主防災組織等の育成支援 

サ ボランティア活動の環境整備 

シ 災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善 

ス 環境放射線モニタリングの実施及び結果の公表 

セ 避難施設の確保・整備 

ソ その他法令及び矢板市地域防災計画に基づく災害予防の実施 

⑵ 災害応急対策 

ア 被害規模の早期把握及び情報の迅速な収集・伝達並びにそのための通信手段の確保 

イ 活動体制の確立、他機関との連携による応援体制の確立 

ウ 災害救助法の運用 

エ 専門家等の派遣要請 

オ 避難の指示及び避難者の誘導並びに避難所の開設 

カ 消火・水防等の応急措置活動 

キ 被災者の救助・救急及び医療措置の実施 

ク 保健衛生、廃棄物処理に関する措置 

ケ 緊急輸送体制の確保 

コ 緊急物資の調達・供給 

サ 災害を受けた児童、生徒の応急教育 

シ 施設、設備の応急復旧 

ス 犯罪の予防、交通の規制その他の災害における社会秩序の維持 

セ 市民への広報活動 

ソ ボランティア受入れに関する情報提供、義援物資・義援金の適切な受入・配分 

タ 市外避難者の受入れに対する総合調整 

チ 住民の避難・屋内退避、立ち入り制限 

ツ 飲食物の安全性の確認及び摂取制限に関する関係機関等への指示 

テ 県外からの避難者受入に係る県への協力、広域一時滞在の受入 

ト その他法令及び矢板市地域防災計画に基づく災害応急対策の実施 

⑶ 災害復旧・復興対策 

ア 被災地域の復旧・復興の基本方向の決定と事業の計画的推進 

イ 民生の安定化策の実施 

ウ 公共施設の早期復旧等、災害復旧対策の実施 

エ 除染、放射性物質により汚染された廃棄物の処理 
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オ 損害賠償の請求等に係る支援 

カ 風評被害による影響等の軽減 

キ 各種制限の解除 

ク その他法令及び矢板市地域防災計画に基づく災害復旧・復興の実施 

 

２ 消防機関 

処理すべき業務等の大綱 

① 塩谷広域行政組合消防本部・矢板消防署 

⑴ 災害予防対策 

ア 消防力の維持・向上 

イ 市と共同での地域防災力の向上 

⑵ 災害応急対策 

ア 災害情報の収集・伝達 

イ 救助救急活動・消火活動 

ウ 浸水被害の拡大防止 

エ 避難誘導活動 

オ 行方不明者等の捜索 

カ 危険物施設等の災害拡大防止活動 

キ その他災害対策本部長が指示する災害応急対策 

② 矢板市消防団 

⑴ 災害予防対策 

ア 団員の能力の維持・向上 

イ 市及び消防本部等が行う防災対策への協力 

⑵ 災害応急対策 

ア 消防・水防活動 

イ 救助活動 

ウ 避難活動 

エ 行方不明者等の捜索 

オ 災害情報の広報 

カ その他災害対策本部長が指示する災害応急対策 

 

３ 矢板警察署 

処理すべき業務等の大綱 

⑴ 災害予防対策 

ア 災害警備計画の策定 

イ 災害装備資機材の整備 

ウ 危険物の保安確保に必要な指導、助言 

エ 防災知識の普及 

⑵ 災害応急対策 

ア 災害情報の収集・伝達 

イ 被災者の救出及び負傷者等の救護 

ウ 行方不明者の調査・捜索 

エ 危険箇所の警戒及び住民に対する避難指示、誘導 

オ 被災地、避難場所、重要施設の警戒 

カ 緊急交通路の確保 

キ 交通の混乱防止及び交通秩序の維持 
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ク 犯罪の予防及び災害における社会秩序の維持 

ケ 広報活動 

コ 死体の検分・検視 

 

４ 県 

処理すべき業務等の大綱 

⑴ 災害予防対策 

ア 防災に関する組織の整備・改善 

イ 防災に関する知識の普及、教育及び訓練の実施 

ウ 都市整備、治水、砂防、治山等災害に強い県土づくりの推進 

エ 災害危険箇所の災害防止対策 

オ 防災に関する施設・設備の整備、点検 

カ 災害応急対策又は復旧に必要な物資・資材の備蓄、整備、点検 

キ 県防災行政ネットワークの整備、運用、点検 

ク 消防防災ヘリコプターの運用、点検 

ケ 国、他都道府県、防災関係機関との相互連携体制の整備 

コ 自主防災組織等の育成支援 

サ ボランティア活動の環境整備 

シ 環境放射線モニタリングの実施及び結果の公表 

ス 災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善 

セ その他法令及び栃木県地域防災計画に基づく災害予防の実施 

⑵ 災害応急対策 

ア 被害規模の早期把握及び情報の迅速な収集・伝達並びにそのための通信手段の確保 

イ 活動体制の確立、他機関との連携による市町応援体制の確立 

ウ 専門家等の派遣要請 

エ 災害救助法の運用 

オ 消火・水防等の応急措置活動 

カ 被災者の救助・救急及び医療措置の実施 

キ 保健衛生、廃棄物処理に関する措置 

ク 緊急輸送体制の確保 

ケ 緊急物資の調達・供給 

コ 災害を受けた児童、生徒の応急教育 

サ 施設、設備の応急復旧 

シ 犯罪の予防、交通の規制その他の災害における社会秩序の維持 

ス 県民への広報活動 

セ ボランティア受入れに関する情報提供、義援物資・義援金の適切な受入・配分 

ソ 県民の避難・屋内退避、立入り制限 

タ 飲食物の安全性の確認及び摂取制限に関する市町、関係機関等への指示 

チ その他法令及び栃木県地域防災計画に基づく災害応急対策の実施 

⑶ 災害復旧・復興対策 

ア 被災地域の復旧・復興の基本方向の決定と事業の計画的推進 

イ 民生の安定化策の実施 

ウ 公共施設の早期復旧等、災害復旧対策の実施 

エ 除染、放射性物質により汚染された廃棄物の処理 

オ 損害賠償の請求等に係る支援 

カ 風評被害による影響等の軽減 
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キ 各種制限の解除 

ク その他法令及び栃木県地域防災計画に基づく災害復旧・復興の実施 

 

５ 指定地方行政機関 

機関名 処理すべき業務等の大綱 

関東管区警察局 １ 管区内各県警察の災害警備活動及び相互応援の指導・調整に関すること 

２ 他管区警察局及び警察庁との連携に関すること 

３ 管区内各県警察及び防災関係機関等から情報収集及び報告連絡に関すること 

４ 警察通信の確保及び統制に関すること 

関東財務局 

(宇都宮財務事務

所) 

１ 災害における金融上の措置に関すること 

災害発生に際し、必要と認められる範囲内で災害関係の融資、預貯金の払戻し、中 

途解約、手形交換、休日営業、保険金の支払、保険料の払込猶予、営業停止等におけ 

る対応について、金融機関等関係方面に要請を行う。 

２ 地方公共団体に対する融資に関すること 

地方公共団体の特に緊急を要する災害対策事業及び応急復旧事業のために災害つな

ぎ資金(財政融資資金地方短期資金)を融通する。 

３ 国有財産の管理、処分に関すること 

  地方公共団体が災害の応急措置の用に供する財産の無償貸付又は一時貸付など、国

有財産に関する所要の措置を行う。 

関東信越厚生局 健康福祉に係る事務について、県又は市町に対し、勧告し、指導し、助言し、その他

適切な措置をとること 

関東農政局 １ 災害予防 

 ⑴ ダム、堤防、ひ門等の防災上重要な施設の点検整備等の実施、指導に関すること 

 ⑵ 農地、農業用施設等を防護するため、防災ダム、ため池、湖岸、堤防、土砂崩壊

防止、農業用河川工作物、たん水防除、農地浸食防止等の施設の整備に関すること 

２ 応急対策 

 ⑴ 農業に関する被害状況の取りまとめ、報告に関すること 

 ⑵ 種もみ、その他営農資材の確保に関すること 

 ⑶ 主要食料の需給調整に関すること 

 ⑷ 生鮮食料品等の供給に関すること 

 ⑸ 農作物、家畜等に係る管理指導、病害虫の防除に関すること 

 ⑹ 土地改良機械、技術者等を把握し、緊急貸出しや動員に関すること 

 ⑺ 農産物等の安全性の確認に関すること 

３ 復旧対策 

 ⑴ 災害発生後は、できる限り速やかに査定を実施し、農地の保全に係る農地、農業

用施設等について、特に必要がある場合の緊急査定の実施に関すること 

 ⑵ 災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関すること 

 ⑶ 風評被害対策に関すること 

関東森林管理局 

(塩那森林管理署) 

１ 国有林野の保安林、保安施設(治山施設)等の維持、造成に関すること 

２ 災害復旧用材(国有林材)の供給に関すること 

３ 国有林林産物等の安全性の確認に関すること 

関東経済産業局 １ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関すること 

２ 商工鉱業の従事者の業務の正常な運営の確保に関すること 

３ 被災中小企業の振興に関すること 

関東東北産業保安

監督部 

１ 鉱山における災害の防止に関すること 

２ 鉱山における災害時の応急対策に関すること 
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 ３ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等の危険物の保全に関すること 

関東運輸局 

(栃木運輸支局) 

１ 運輸事業の災害予防に関すること 

２ 災害時における物資輸送や旅客輸送を円滑に行うための緊急・代替輸送(迂回輸送を

含む)等に関する指導、調整に関すること 

３ 運輸事業の復旧、復興に関すること 

東京管区気象台 

(宇都宮地方気象

台) 

１ 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を行うこと 

２ 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)及び水象の予報

並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説を行うこと 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努めること 

４ 市が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行うこと 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努めること 

関東総合通信局 １ 非常無線通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営に関すること 

２ 災害対策用の移動通信機器及び移動電源車の貸し出しに関すること 

３ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の開局、周波数等の指 

定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口頭により許認可を行う特例措置（臨機の 

措置）の実施に関すること 

４ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等情報提供に関すること 

栃木労働局 １ 産業安全(鉱山関係を除く)に関すること 

２ 雇用の安定と雇用保険失業給付の特例支給に関すること 

３ 労働者の被ばく管理の監督指導に関すること 

関東地方整備局 

(常陸河川国道事

務所) 

(宇都宮国道事務

所) 

(下館河川事務所) 

 直轄する河川、道路についての計画、工事、管理を行うほか次の事項に関すること 

１ 災害予防 

 ⑴ 防災上必要な教育、訓練 

 ⑵ 通信施設等の整備 

 ⑶ 公共施設等の整備 

 ⑷ 災害危険区域等の関係機関への通知 

 ⑸ 官庁施設の災害予防措置 

 ⑹ 豪雪害の予防 

２ 災害応急対策 

 ⑴ 災害に関する情報の収集、予警報の伝達等 

 ⑵ 水防活動、土砂災害防止活動、避難誘導等 

 ⑶ 建設機械と技術者の現況把握 

 ⑷ 災害時における復旧用資材の確保 

 ⑸ 災害発生が予想されるとき又は災害時における応急工事 

 ⑹ 災害時のための応急資機材の備蓄 

 ⑺ 緊急を要すると認められる場合の緊急対応の実施 

 ⑻ 緊急交通路・緊急輸送路の確保に関すること 

３ 災害復旧等 

  災害発生後できる限り速やかに現地調査を実施し、被災施設の重要度、被災状況等

を勘案の上、再度災害の防止に努めるとともに迅速かつ適切な復旧を図ること 

東京航空局 

(束京空港事務所) 

１ 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するための必要な措置に関す 

ること 

２ 遭難航空機の捜索、救助に関すること 

３ 指定地域上空の飛行規則とその周知徹底に関すること 

関東地方環境事務

所 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 
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３ 放射性物質による汚染状況の情報収集及び提供並びに汚染等の除去への支援 

４ 行政機関等との連絡調整、被災状況・動物救護活動の状況等に関する情報収集、提

供等 

国土地理院 

関東地方測量部 

１ 災害時等における地理空間情報の整備・提供 

２ 復旧・復興のための公共測量に関する指導・助言 

３ 地殻変動の監視 

 

 ６ 自衛隊 

機関名 処理すべき業務等の大綱 

陸上自衛隊 

第１２特科隊 

天災地変その他災害に対して、人命、財産の保護のため必要があり、その事態がやむ

を得ないと認める場合に、部隊等を救援のため派遺し、応急対策又は応急復旧活動を実

施すること 

 

７ 指定公共機関 

機関名 処理すべき業務等の大綱 

日本郵便㈱ 

㈱ゆうちょ銀行 

㈱かんぽ生命保険 

（市内各支店） 

１ 郵便、郵便貯金、簡易保険その他の事業の業務運行管理及びこれらの施設等の保全

に関すること 

２ 災害特別事務取扱等に関すること 

 ⑴ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

 ⑵ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

 ⑶ 被災地あて救援用郵便物の料金免除 

 ⑷ 被災者援助団体に対するお年玉付郵便葉書等寄附金の配分 

 ⑸ 被災者救援のための寄附金送金用郵便振替の料金免除 

 ⑹ 郵便貯金業務の非常取扱い 

 ⑺ 簡易保険業務の非常取扱い 

３ 被災地の地方公共団体に対する簡易生命保険資金の短期融資に関すること 

日本赤十宇社 

（栃木県支部） 

１ 災害時における救護班の編成、医療・助産救護の実施に関すること 

２ 災害時における避難所の設置の支援としての生活環境の整備、こころのケアに関す

ること 

３ 災害救助等の協力奉仕者の連絡調整に関すること 

４ 義援金品の募集、配分に関すること 

５ 日赤医療施設等の保全に関すること 

６ 輸血用血液製剤の確保及び供給に関すること 

日本放送協会 

（宇都宮放送局） 

１ 情報の収集に関すること 

災害の発生、被災状況、災害対策活動、その他各種情報の収集 

２ 報道に関すること 

災害・気象予報、警報、避難・屋内退避、被害状況、官公署通報事項の周知 

３ 受信者対策に関すること 

避難所への受信機、拡声装置の貸与、受信機修理、被災地への情報提供 

４ 放送通信施設の保守に関すること 

陸上移動局、基地局装置、中継線送出音声調整装置の保守 

東日本高速道路㈱ 

（関東支社） 

１ 高速自動車国道の保全及び復旧に関すること 

２ 緊急交通路・緊急輸送路の確保に関すること 

東日本旅客鉄道㈱ 

（大宮支社） 

１ 災害により路線が不通となった場合の旅客の輸送手配及び不通区間における自動車 

による代行輸送及び連絡社線への振替輸送に関すること 
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（市内ＪＲ駅） ２ 帰宅困難者の保護、移送及び避難所への引継等に関すること 

３ 災害により路線が不通となった場合の措置に関すること 

 ⑴ 列車の運転整理、折返し運転、う回を行う   

 ⑵ 路線の復旧、脱線車両の復線、修理をし、検査の上、速やかな開通手配をする   

４ 路線、架線、ずい道、橋りょう等の監視に関すること 

５ 死傷者の救護及び処理に関すること 

６ 事故の程度に応じた部外への救護要請や報道機関への連絡に関すること 

７ 停車場、その他輸送に直接関係のある建物、電力施設、信号保安施設、通信施設の 

保守、管理に関すること 

東日本電信電話㈱ 

（栃木支店） 

１ 平素から設備自体を物理的に強固にするなど、災害に強く信頼性の高い通信設備の

構築に関すること 

２ 電気通信システムの一部の被災が他に重大な影響を及ぼさないよう信頼性の向上に

関すること 

３ 災害時に重要通信を疎通させるための通信手段に関すること 

４ 災害を受けた通信設備の早期復旧に関すること 

５ 災害復旧及び報道機関等との連携に関すること 

日本通運㈱ 

（宇都宮支店） 

災害応急活動のため、知事の車両借上げ要請に対する即応体制の準備、配車に関する

こと 

東京電力パワーグ

リッド㈱（栃木北

支社） 

電力供給施設の災害予防措置や被災状況の調査、その早期復旧に関すること 

東京電力ホールデ

ィングス㈱ 

東京電力パワーグ

リッド㈱ 

日本原子力発電㈱ 

（東海第二発電

所） 

１ 原子力施設の防災管理に関すること 

２ 従業員等に対する教育、訓練に関すること 

３ 関係機関に対する放射線量の情報提供に関すること 

４ 放射線防護活動及び施設内の防災対策に関すること 

５ 原子力防災対策の実施に必要な諸設備の整備に関すること 

６ 原子力災害時における通報連絡体制の整備に関すること 

７ 市の実施する原子力防災活動に対する協力に関すること 

８ 除染、放射性物質により汚染された廃棄物に関すること 

ＫＤＤＩ㈱ 

㈱ＮＴＴドコモ 

ソフトバンク㈱ 

１ 通信施設の運用と保全に関すること 

２ 災害時における携帯電話等通信の疎通に関すること 

 

 

８ 指定地方公共機関 

機関名 処理すべき業務等の大綱 

東野交通㈱ 

関東自動車㈱ 

災害時における車両等による救助物資、避難者の輸送の協力に関すること 

 

土地改良事業団体連合

会 

＜土地改良区＞ 

水門、水路の操作に関すること 

 

(一社) 

栃木県ＬＰガス協会 

１ ガス施設の安全・保全に関すること 

２ 災害時におけるガスの供給に関すること 

㈱栃木放送 

㈱エフエム栃木 

㈱とちぎテレビ 

１ 市民に対する防災知識の普及に関すること 

２ 情報の収集に関すること 

災害の発生、被害状況、災害対策活動、その他各種情報の収集 
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３ 報道に関すること 

災害及び気象予警報、避難・屋内退避、被害状況、官公署通報事項の周知 

４ 受信対策に関すること 

避難所への受信機、拡声装置の貸与、被災地への情報提供 

５ 放送通信施設の保守に関すること 

陸上移動局、基地局装置、中継線送出音声調整装置の保守 

６ 義援金品の募集、配分等の協力に関すること 

栃木県道路公社 １ 有料道路の保全及び復旧に関すること 

２ 緊急交通路・緊急輸送路の確保に関すること 

(一社)栃木県トラック

協会 

(一社)栃木県バス協会 

(一社)栃木県タクシー

協会 

災害時における貨物自動車等による救助物資、避難者及び帰宅困難者等の輸送の

協力に関すること 

(一社)栃木県医師会 

(一社)栃木県歯科医師

会 

(一社)栃木県薬剤師会 

(公社)栃木県看護協会 

(公社)栃木県柔道整復

師会 

災害時における医療救護活動に関すること 

(福)栃木県社会福祉協

議会 

被災地における災害ボランティアセンターの設置・運営に関すること 

栃木県石油商業組合 災害時における燃料調達への協力に関すること 

(一社)栃木県建設業協

会 

被災地における道路、橋りょう、河川等の公共施設の復旧への協力に関すること 

 

９ 公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

機関名 処理すべき業務等の大綱 

塩谷郡市医師会 災害時における医療救護活動に関すること 

塩野谷農業協同組合、

たかはら森林組合等農

林業関係団体 

１ 市が行う農林関係被害調査、応急対策に対する協力に関すること 

２ 農作物、林産物等の災害応急対策についての指導に関すること 

３ 被災農家に対する融資又はそのあっせんに関すること 

４ 共同利用施設の災害応急対策、復旧に関すること 

５ 飼料、肥料等の確保対策に関すること 

６ 農林水産物等の出荷制限等への協力 

矢板市商工会 １ 市が行う商工業関係被害調査、融資希望者のとりまとめ、あっせん等の協力に 

関すること 

２ 災害時における物価安定についての協力に関すること 

３ 救助用物資、復旧資材の確保についての協力、あっせんに関すること 

病院等経営者 １ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 

２ 災害時における負傷者等の医療と助産に関すること 

３ 被ばく医療への協力に関すること 

４ 被災した病院等の入院患者の受け入れに関すること 

社会福祉施設経営者 １ 避難施設の整備と避難訓練の実施に関すること 

２ 災害時における入所者の安全確保に関すること 
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３ 被災した社会福祉施設の入所者の受け入れに関すること 

４ 福祉避難所としての施設の提供に関すること 

危険物等施設の管理者  災害時における危険物等施設の安全確保に関すること 

女性防火クラブ、行政

区等の自治組織 

 地域における市民の避難誘導、被災者の救護、地域安全その他本市が実施する応

急対策の協力に関すること 

婦人会等の団体  本市が実施する応急対策の協力に関すること 

栃木県建設業協会 

塩谷支部 

１ 救出活動等における重機、車両の提供協力 

２ 道路、橋梁等の災害復旧への協力 

３ 応急仮設住宅の建設等への協力 

４ 被害箇所での２次災害防止、安全対策への協力 

５ 資機材の調達、応急復旧への協力 

矢板市管工事組合 上水道の災害復旧への協力 

矢板市社会福祉協議会 災害予防対策 

１ 在宅要配慮者対策 

２ 市が行う災害対策への協力 

３ ボランティア活動の環境整備 

４ 災害にも強い地域福祉の推進 

災害応急対策 

１ 災害ボランティアセンターの設置・運営 

２ 在宅要配慮者の応急対策 

３ 被災者の保護及び救援物資の支給 

４ その他市が行う避難及び応急対策への協力 

５ 生活困窮被災者に対する生活福祉資金の融資 

矢板市観光協会 市が行う観光施設の被害調査等への協力 

（公社）日本下水道管

路管理業協会関東支部

栃木県部会 

災害時における栃木県内の下水道管路施設の復旧支援協力 

(一社)栃木県浄化槽協

会 

浄化槽の復旧のための緊急点検・被害の実態調査に関すること 

日本下水道事業団 処理場の被害調査への協力 

公益財団法人 

とちぎ建設技術センタ

ー 

下水道処理施設等の緊急時の技術的支援協力 
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第３節 本市の地勢、気象の概要及び社会的条件の状況並び

に過去における災害の状況 

本市の地勢、気象の概要及び社会的条件の変化を明らかにし、社会構造の変化に伴う災

害態様の多様化等に対し的確な対応の実施に資する。 

 

第１ 位置 

本市は、栃木県の北東部に位置し、北は那須塩原市に、東は大田原市に、西は塩谷町

に、南はさくら市に接し、市役所所在地は県都宇都宮市から３２．２ｋｍ、東京都から

１３８．３ｋｍの位置にある。 

〇市の位置 

市 役 所 

所 在 地 

東経１３９度５５分２７秒 

北緯 ３６度４８分２４秒 

海 

抜 
１９６．４２ｍ 矢板市本町５番４号 

 

第２ 地勢 

本市は、高原山麓一帯の肥沃な地域であり、面積は１７０．４６㎢で、東西約１１．

６㎞、南北約２４．２kmのほぼ長方形をなし、中央部は海抜２００ｍ（市役所位置）

で、最も高い所は北西部にそびえる剣ケ峰の海抜１，５９０ｍ、最も低い所は南端部の

乙畑地内の海抜１６０ｍである。 

  北部山岳地帯は、日光国立公園の一部である高原連峰で、林産資源に富み、各所に

鉱泉が湧出し、八方ヶ原の春はレンゲツツジ、夏はハイキング、秋は渓谷の紅葉等自然

の美に恵まれている。この山系に源を発する大小の河川は南下して、北東に箒川、中央

部に内川、中川、宮川、南端に荒川の清流となり、沿岸は農産物に富み、人口の密集地

となっている。 

 

第３ 気象の概要 

本市の標高は、概ね海抜２００ｍ～５００ｍで、北部には高原山系、西には男体山が

あり、風向きは主に夏期は南、冬期は「高原おろし」のからっ風の影響を受けている。

令和３年の年間平均気温は１３．０℃、降水量は１，８７８ｍｍである。 

 

第４ 人口の状況 

１ 人口の推移 

令和５年４月１日現在の住民基本台帳による本市の人口は、３０，８０４人、世帯

数は、１３，３１７世帯となっている。本市の総人口及び世帯数の推移については、

次のとおりである。 

<資料編 Ｐ６ 総人口・世帯数の推移> 

 

２ 一世帯あたりの構成人員 

年々、核家族化の傾向を示している。 

本市の構成人員別世帯数の推移については、次のとおりである。 

<資料編 Ｐ６ 一世帯あたりの構成人員の推移> 

 

３ 年齢階層別の推移 

  年齢別人口では、少子高齢化の傾向が顕著になってきている。 
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 本市の年齢階層別人口の推移については、次のとおりである。 

 <資料編 Ｐ６ 年齢階層別人口の推移> 

 

第５ 土地利用の状況 

本市における土地利用の推移については、次のとおりである。 

 <資料編 Ｐ６ 土地利用の推移> 

 

第６ 社会構造の変化に対する防災面の対応 

 １ 都市化に伴う防災対策 

   都市化の進展に伴う、危険地域への居住地の拡大等への対応として、市街地開発事

業等による災害に強い都市構造の形成、防災に配慮した土地利用への誘導、危険地域

等の情報公開等の各種予防策を講じる。 

 

２ 要配慮者の増加に伴う防災対策 

高齢者に代表される要配慮者の増加に伴い、要配慮者に配慮したきめ細かな対策を

他の福祉施策と連携して行うとともに、要配慮者利用施設における災害に対する安全

性の向上を図る。 

 

３ 産業構造の変化に伴う防災対策 

ライフライン、コンピュータ、通信情報ネットワーク、交通ネットワーク等への依

存度が増すとともに、これらの施設での災害発生時の被害は、日常生活、産業活動に

深刻な影響を与えることとなる。 

このため、これらの施設の耐震化、補完機能の充実等を進める。 

 

４ 人的ネットワークの促進 

核家族化に伴い、住民意識、生活環境が変化し、近隣扶助の意識の低下が見られる

ことから、地域住民による、自主防災組織等の連携強化を促進するとともに、住民参

加による防災訓練の実施等により防災意識の高揚を図る。 

 

５ 男女共同参画の視点よる防災体制の確立 

男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、防災に関する施策・方針決定過程及

び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れた防災体

制の確立を図る。 

 

第７ 過去の災害の状況 

  過去に発生した災害の状況は、次のとおりである。 

 <資料編 Ｐ１９ 過去の災害の状況> 


